
社会
福祉法人南富良野大乗会

福祉・介護の専門職

修 学 資 金 の ご 案 内
（社会福祉士・介護福祉士・保育士・栄養士)

福祉・介護の専門職を目指すあなたへ
当法人の理念及び活動方針を理解し社会福
祉士及び介護福祉士と保育士並びに栄養士
の養成校に在学若しくは入学を予定する方に
修学に必要な資金を貸し出します。

(法人就職決定後の遡及支払あり、要相談）

養成校卒業及び資格取得後４年以上【南富良
野町出身者３年以上】当法人の職員としてそ
の業務に従事したとき、貸付金の返済を免除
します。

裏面もご覧ください。



あなたの力を福祉施設で活かしませんか !?

貸付対象者

申請手続き 償還金の免除

目 的

福祉の担い手を目指す
学生に対し、社会福祉
士及び介護福祉士の資
格取得の修学に必要な
資金を貸し付ける。

社会福祉士及び介護福祉
士と保育士並びに栄養士
の養成校に在学若しくは
入学を予定している者。
《卒業時に当法人入職決定者は、
一括支給あり。お気軽にご相談く
ださい。》

法人指定の関係書類を
提出の上、面接を実施
します。
お気軽にご相談下さい。

養成校卒業及び資格取得
後３年若しくは４年以上
当法人の職員としてその
業務に従事したとき、
貸付金を免除
します。

南富良野大乗会修学資金制度の流れ
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① 進学相談(学費等)

④ 受験

⑤ 合否通知

② 奨学生の照会

⑤合否通知

⑥ 奨学金の貸与開始

③ 面接による奨学生決定

当法人の職員として、３年若し
くは４年以上その業務に従事
した場合

事情により業務を継続できな
くなった場合は返済していた
だきます。

※南富良野町出身者
２年未満   →全額
２年以上３年未満→6０％
3年以上   →免除

※町外出身者
２年未満   →全額
２年以上３年未満→6０％
３年以上４年未満→20％
４年以上   →免除

返済免除!

⑦ 就職

⑧ 返済

修学資金に関するお問い合わせはこちらにお願いします。

社会福祉法人南富良野大乗会
法 人 本 部 事 務 局

〒079-2403 空知郡南富良野町字幾寅528番2
TEL 0167-52-3000 FAX 0167-52-2088
e-mall : honbu@daijyoukai.jp
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